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被災建築物応急危険度判定とは、地震災害発生後速やかに、建築士等の建築技術者が被災建築

物の現地調査を行い、余震等による倒壊や落下危険物等の危険度を判定ステッカーで表示するも

ので、人命に関わる二次災害の防止を目的に実施されます。 

県では、応急危険度判定士として活動いただける方を募集してい

ます。下記の日程で開催する講習会を受講し、申請書類を提出する

ことで登録を受けられます。宮城県外で実施される判定活動にも参

加できます。建築の専門家である応急危険度判定士による判定は、

被災者の不安緩和につながり、建築技術者としての社会貢献にもな

りますので、ぜひご協力をお願いいたします。 

■主  催  宮城県 
■主  管  (一社)宮城県建築士会  建築士会ＣＰＤ(継続能力開発制度)認定講習：３単位   

■受講対象者（※①～⑥のいずれかに該当する者） 

① 一級、二級及び木造建築士  ② 建築基準適合判定資格者  ③ 特定建築物調査員  

④ 一級、二級及び木造建築士試験に合格している者 

⑤ 建築行政実務経験者（官公庁で建築行政に関する実務の経験年数が３年以上の者） 

⑥ 更新登録者または既登録者で再受講を希望する者(受講申込書に判定士登録番号を明記のこと) 

※令和７年３月３１日に有効期限が切れる更新登録者（または過去に有効期限が切れている再登録者）は、

講習会の受講は不要で「登録申請書」の提出により更新登録が可能です（任意での受講も可能です）。 
 

■開催日時など 
講習時間（全会場共通）午後１時３０分から午後４時３０分まで（受付は午後１時から） 

開 催 日 開催地 会   場 所 在 地 定員 

令和６年１２月１３日(金) 仙台１ 宮城県庁      ２階講堂 仙台市青葉区本町 3-8-1 ２００名 

令和６年１２月２０日(金) 石 巻 石巻合同庁舎  １階大会議室 石巻市あゆみ野 5-7 ５０名 

令和７年１月２０日(月) 仙台２ 宮城県自治会館２階２０３会議室 仙台市青葉区上杉 1-2-3 ５０名 

令和７年１月２７日(月) 大河原 大河原合同庁舎４階大会議室 柴田郡大河原町字南 129-1 ５０名 

※宮城県庁、宮城県自治会館には無料の駐車場がないため、公共交通機関の利用をお願いします。 

※各会場とも、定員になり次第締め切りますので、お早めに申込みください。 
 

■申込方法と受付期間 裏面の「受講申込書」にご記入の上、下記①～④によりお申込みください。 

申込方法 受講票の発行 受付期間 

①電子メール 
kentakp@pref.miyagi.lg.jpへ送信後、 
受講票をメールで返送します。 

各開催日の３日前まで 

②建築士会に持参 受付後、その場で受講票を発行します。 各開催日の前日まで 

③建築士会にＦＡＸ 折り返しＦＡＸで受講票を返送します。 各開催日の前日まで 

④建築士会に郵送 
※返信用封筒が必要です 

折り返し郵送で受講票を返送します。 
※返信用封筒に、住所・宛名を記入し、１１０円 

切手を貼って同封してください。 
各開催日の１０日前必着 

 

■①電子メール   宮城県建築宅地課企画調査班 
kentakp@pref.miyagi.lg.jp 

 

■②③④申込先    一般社団法人 宮城県建築士会  

〒983-0862 仙台市宮城野区二十人町 301-3-5F  

T E L  0 2 2 - 2 9 8 - 8 0 3 7  F A X  0 2 2 - 2 9 8 - 8 0 3 8  
 
 
 

 

 
【赤】  【黄】  【緑】 

判定結果は、判定ステッカー貼

付により表示されます。 

宮城県被災建築物応急危険度判定 

技 術 者 講 習 会 の ご 案 内 

講習会 HP 

mailto:kentakp@pref.miyagi.lg.jp
mailto:kentakp@pref.miyagi.lg.jp


■宮城県被災建築物応急危険度判定士への登録について（※登録は無料です） 

判定士の登録には、講習会の受講とは別に判定士の登録申請書の提出が必要です。   

・講習会当日に登録申請書を作成し、お帰りの際、提出いただいても結構です。 

・必要書類(写真等)の不備がある場合等は、後日の郵送申請も受け付けます。 

なお、今年度登録申請をした方への登録証の交付は、令和７年３月頃になる予定です。 

登録証は申請書に記載された住所(ご自宅)へ郵送しますので、申請後はしばらくお待ちください。 

※令和７年３月３１日に有効期限が切れる更新登録者（または過去に有効期限が切れている再登録者）は、 

講習会の受講は不要で「更新登録申請書」の提出のみで更新登録が可能です。 

【登録に必要なもの】 

(1)～(3)すべて 

(1)申請書、 (2)登録資格を証する書類（※）、 

(3)顔写真２枚(3.0×2.4 ㎝、裏面に氏名を記入) 

(※)【(2)登録資格を証する書類】 

  ①～⑤のいずれか 

（更新登録で資格に変更が無い場合は 

不要です） 

① 建築士（一級、二級、木造）の方は、建築士免許証の写し 

② 建築基準適合判定資格者の方は、資格者登録証の写し 

③ 特定建築物調査員の方は、資格者証の写し 

④ 建築士試験に合格している方は、合格通知書の写し 

⑤ 建築行政実務経験者の方は、実務経験証明書 

■お問い合わせ先  宮城県建築宅地課企画調査班 TEL ０２２－２１１－３２４５ 
一般社団法人宮城県建築士会 TEL ０２２－２９８－８０３７ 

 

 

令和６年度      受 講 申 込 書           宮城県被災建築物応急危険度判定技術者講習会 

ふりがな  性 別 生年月日 昭・平   年   月   日 

氏 名  男・女 受講票送付先 自 宅 ・ 勤務先 

自 宅 

住 所 

〒□□□-□□□□  

 

TEL  (   )  

FAX  (   )  

ふりがな  所 属 部 課 

勤務先名   

勤務先 

所在地 

〒□□□-□□□□  

 

TEL  (   )  

FAX  (   )  

建築士登録 １級・２級・木造 (      号) (     ) 都道府県登録 登録年月日 
昭・平・令       

   年  月  日 

 
その他資格(                      ) 

登録番号 (       ) 
取得年月日 

昭・平・令       

    年  月  日 

 建築行政実務経験（国・都道府県・市町村） ※○で囲む   

申請区分※どちらかを○で囲む 受講希望開催地 ※希望の番号を○で囲む 事務局記入欄 

受講番号 

備 考 

新規 ・ 更新 ①  12/13 仙台１ ②  12/20 石 巻 
※更新及び期限切れ者は記入 

（判定士登録番号） 
新 ・ 更 

③  1/20 仙台２ ④  1/27 大河原  

 

申請書 DL 


